
 

公共施設の安全確認 
 
 

１ 経緯 
平成３０年６月１８日に発生した大阪府北部地震を受け、ブロック塀等がある市有 

施設１３４施設（保育園２施設、幼稚園０施設、小学校１１施設、中学校３施設を含む） 
のブロック塀等の安全確認を平成３０年６月１９日から７月１０日までの期間に実施 
しました。 

２ 安全確認の方法 
   建築基準法施行令を基準にブロック塀等の高さやブロック塀等を支える控壁の有無 

及び亀裂等を目視等で確認しました。 

３ 結果と対応等 
ブロック塀等がある市有施設１３４施設のうち、基準に適合していないブロック塀等 

のある施設が２３施設（小学校６施設、中学校３施設を含む）ありました。 

安全を確保するためのブロック塀等の改修等工事を予備費、補正予算、来年度予算等 

により、早期に実施します。 
 

区分 対応 施設数 事業費（千円） 
A 平成３０年度当初予算事業費で対応 １   ３１３  
B 

 

平成３０年度当初予算予備費で対応 ２  ２，８７６  

C 

 

平成３０年度補正予算での対応を予定 ２０  ２４，８６６  
D 

 

平成３１年度当初予算での対応を予定 １  ９００  
 

番号 施設名 塀等の構造等 不適合基準 補正予算対応 
１ 旧南保育所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 亀裂等 〇 
２ 旧第二保育所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
３ 鎮守前公園 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 亀裂等 〇 
４ 加須３号井 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 D 

４ ５ 玉敷公園 その他 亀裂等 A 
６ 診療所跡地公園 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
７ 消防団１９分団詰所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
８ 消防団２１分団詰所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁・亀裂等 〇 
９ 文化財収蔵庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁・亀裂等 〇 
１０ 阿良川集会所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
１１ 志多見集会所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁・亀裂等 〇 
１２ 川口集会所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
１３ 北川辺公民館 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁・亀裂等 〇 
１４ 大利根ファミリーグラウンド ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
１５ 大利根東小学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
１６ 北川辺東小学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 B,〇 

Maru  

２、〇 

１７ 不動岡小学校 シュート板 控壁 〇 
１８ 礼羽小学校 シュート板 控壁 〇 
１９ 北川辺西小学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
２０ 大越小学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁・亀裂等 B 
２１ 大利根中学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
２２ 北川辺中学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 
２３ 加須西中学校 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 控壁 〇 

■ 補正予算額 ２４，８６６千円【市費】 （６課 ９事業 ２０施設 の合計）

市有施設のブロック塀等の安全対策工事の実施 

A－２ No.1 
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平成３０年８月２８日 

建築開発課、教育総務課 



 

（参考）基準 

○補強コンクリートブロック造の塀の場合（建築基準法施行令第６２条の８） 

高さは２．２ｍ以下とすること。 

高さが１．２ｍを超える場合は、控壁を塀の長さ３．４ｍ以下ごとに設置すること。 

著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜のないこと。 

 

○組積造の塀の場合（建築基準法施行令第６１条） 

高さは１．２ｍ以下とすること。 

控壁を塀の長さ４．０ｍ以下ごとに設置すること。 

著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜のないこと。 

 

○その他の塀の場合 

著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜のないこと。 

 

 

 

A－２ No.２ 

 

 

控え壁間隔 
控え壁突出長さ 

高さ 

基礎 

鉄筋 

厚さ 

控え壁 劣化・損傷 

補強コンクリートブロック造の塀 


